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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
七
号

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
保
険
法
第
六
十
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
の
指
定
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

雇
用
保
険
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
の
指
定
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
件



- 2 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

２

雇
用
保
険
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が

２

雇
用
保
険
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が

指
定
す
る
教
育
訓
練
の
内
容
等
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ

指
定
す
る
教
育
訓
練
の
内
容
等
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。

る
こ
と
と
す
る
。

一

当
該
教
育
訓
練
の
課
程
が
適
切
に
編
成
さ
れ
、
当
該
教
育
訓
練
の
期
間

一

当
該
教
育
訓
練
の
課
程
が
適
切
に
編
成
さ
れ
、
当
該
教
育
訓
練
の
期
間

及
び
時
間
が
、
当
該
教
育
訓
練
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
通
常
必
要
な

及
び
時
間
が
、
当
該
教
育
訓
練
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
通
常
必
要
な

も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
教
育
訓
練
の
内
容
及
び
期
間

も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
教
育
訓
練
の
内
容
及
び
期
間

等
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

等
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

特
定
一
般
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

ロ

特
定
一
般
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）

（２）

（
略
）

（
略
）

（ⅰ）

（ⅰ）

情
報
通
信
技
術
に
関
す
る
資
格
の
う
ち
速
や
か
な
再
就
職
及
び

情
報
通
信
技
術
に
関
す
る
資
格
の
う
ち
中
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア

（ⅱ）

（ⅱ）

早
期
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
資
す
る
も
の
と
し
て
人
材
開
発
統
括
官

形
成
に
資
す
る
も
の
（
以
下
「
高
度
情
報
通
信
技
術
資
格
」
と
い

が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
取
得
を
訓
練
目
標
と
す
る
課

う
。
）
又
は
速
や
か
な
再
就
職
及
び
早
期
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
資

程
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ハ

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

す
る
も
の
と
し
て
人
材
開
発
統
括
官
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る

（２）
（ⅴ）

も
の
の
取
得
を
訓
練
目
標
と
す
る
課
程
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

ハ

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

（２）
（ⅴ）

（
略
）

（
略
）

（ⅲ）

（ⅲ）

（
略
）

（
略
）

（３）

（３）

ハ

専
門
実
践
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

ハ

専
門
実
践
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）

（２）

～

（
略
）

～

（
略
）

（ⅰ）

（ⅳ）

（ⅰ）

（ⅳ）

（
削
る
）

高
度
情
報
通
信
技
術
資
格
と
し
て
人
材
開
発
統
括
官
が
定
め
る

（ⅴ）
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基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
取
得
を
訓
練
目
標
と
す
る
課
程
で
あ
り

、
当
該
教
育
訓
練
の
時
間
が
百
二
十
時
間
以
上
か
つ
期
間
が
二
年

以
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
高
度
情
報
通
信
技
術
資
格

の
う
ち
、
特
に
高
度
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
に
関
す
る
も
の
と

し
て
人
材
開
発
統
括
官
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
取
得

を
訓
練
目
標
と
す
る
課
程
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
育
訓
練
の
期
間

及
び
時
間
が
、
人
材
開
発
統
括
官
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の

で
あ
る
こ
と
。

第
四
次
産
業
革
命
ス
キ
ル
習
得
講
座
の
認
定
に
関
す
る
規
程
（

第
四
次
産
業
革
命
ス
キ
ル
習
得
講
座
の
認
定
に
関
す
る
規
程
（

（ⅴ）

（ⅵ）

平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
二
号
）
に
基
づ
き
経

平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
二
号
）
に
基
づ
き
経

済
産
業
大
臣
が
第
四
次
産
業
革
命
ス
キ
ル
習
得
講
座
と
し
て
認
定

済
産
業
大
臣
が
第
四
次
産
業
革
命
ス
キ
ル
習
得
講
座
と
し
て
認
定

し
た
課
程
（
以
下
「
第
四
次
産
業
革
命
ス
キ
ル
習
得
講
座
」
と
い

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
中
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
資

う
。
）
で
あ
っ
て
人
材
開
発
統
括
官
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る

す
る
も
の
と
し
て
人
材
開
発
統
括
官
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る

も
の
又
は
情
報
通
信
技
術
に
関
す
る
資
格
の
う
ち
中
長
期
的
な
キ

も
の
で
あ
り
、
当
該
教
育
訓
練
の
時
間
が
三
十
時
間
以
上
か
つ
期

ャ
リ
ア
形
成
に
資
す
る
も
の
の
取
得
を
訓
練
目
標
と
す
る
課
程
と

間
が
二
年
以
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

し
て
人
材
開
発
統
括
官
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り

、
当
該
教
育
訓
練
の
時
間
が
三
十
時
間
以
上
か
つ
期
間
が
二
年
以

内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
若
し
く
は
専
門
職
短
期
大

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
若
し
く
は
専
門
職
短
期
大

（ⅵ）

（ⅶ）

学
の
正
規
の
課
程
（
同
法
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
専
攻
科
及
び

学
の
正
規
の
課
程
（
同
法
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
専
攻
科
及
び

別
科
の
課
程
を
除
く
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
法

別
科
の
課
程
を
除
く
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
法

（ⅵ）

（ⅶ）

第
百
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
が
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三

第
百
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
が
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三

十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
に
基
づ
き
設
置
す
る
専
門
職
学

十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
に
基
づ
き
設
置
す
る
専
門
職
学

科
の
課
程
又
は
同
法
第
百
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
が

科
の
課
程
又
は
同
法
第
百
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
が

短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
に

短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
に

基
づ
き
設
置
す
る
専
門
職
学
科
の
課
程
で
あ
っ
て
、
専
門
職
大
学

基
づ
き
設
置
す
る
専
門
職
学
科
の
課
程
で
あ
っ
て
、
専
門
職
大
学

の
正
規
の
課
程
及
び
大
学
の
専
門
職
学
科
の
課
程
に
あ
っ
て
は
当

の
正
規
の
課
程
及
び
大
学
の
専
門
職
学
科
の
課
程
に
あ
っ
て
は
当

該
教
育
訓
練
の
期
間
が
四
年
以
内
で
あ
り
、
専
門
職
短
期
大
学
の

該
教
育
訓
練
の
期
間
が
四
年
以
内
で
あ
り
、
専
門
職
短
期
大
学
の

正
規
の
課
程
及
び
短
期
大
学
の
専
門
職
学
科
の
課
程
に
あ
っ
て
は

正
規
の
課
程
及
び
短
期
大
学
の
専
門
職
学
科
の
課
程
に
あ
っ
て
は

当
該
教
育
訓
練
の
期
間
が
三
年
以
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

当
該
教
育
訓
練
の
期
間
が
三
年
以
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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五

当
該
教
育
訓
練
の
実
績
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

五

当
該
教
育
訓
練
の
実
績
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

目
標
資
格
等
に
係
る
受
験
等
の
状
況
及
び
そ
の
結
果
等
の
実
績
か
ら

ロ

目
標
資
格
等
に
係
る
受
験
等
の
状
況
及
び
そ
の
結
果
等
の
実
績
か
ら

み
て
、
当
該
教
育
訓
練
に
十
分
な
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で

み
て
、
当
該
教
育
訓
練
に
十
分
な
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
特
に
、
特
定
一
般
教
育
訓
練
及
び
専
門
実
践
教
育
訓
練
に

あ
る
こ
と
。
特
に
、
特
定
一
般
教
育
訓
練
及
び
専
門
実
践
教
育
訓
練
に

つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（６）

（１）

（６）

（
削
る
）

第
一
号
ハ

に
該
当
す
る
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
目
標
資
格

（７）

（２）
（ⅴ）

に
係
る
受
験
の
状
況
及
び
そ
の
結
果
並
び
に
訓
練
修
了
後
の
就
職
等

の
状
況
の
実
績
か
ら
み
て
、
当
該
教
育
訓
練
に
十
分
な
効
果
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
一
号
ハ

に
該
当
す
る
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず

第
一
号
ハ

に
該
当
す
る
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
訓
練
修
了

（７）

（２）
（ⅴ）

（８）

（２）
（ⅵ）

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

後
の
就
職
等
の
状
況
の
実
績
か
ら
み
て
、
当
該
教
育
訓
練
に
十
分
な

効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
次
産
業
革
命
ス
キ
ル
習
得
講
座
で
あ
っ
て
人
材
開
発
統
括

（
新
設
）

（ⅰ）
官
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
訓
練
修
了
後

の
就
職
等
の
状
況
の
実
績
か
ら
み
て
、
当
該
教
育
訓
練
に
十
分
な

効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

情
報
通
信
技
術
に
関
す
る
資
格
の
う
ち
中
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア

（
新
設
）

（ⅱ）
形
成
に
資
す
る
も
の
の
取
得
を
訓
練
目
標
と
す
る
課
程
と
し
て
人

材
開
発
統
括
官
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

目
標
資
格
に
係
る
受
験
の
状
況
及
び
そ
の
結
果
並
び
に
訓
練
修
了

後
の
就
職
等
の
状
況
の
実
績
か
ら
み
て
、
当
該
教
育
訓
練
に
十
分

な
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
一
号
ハ

に
該
当
す
る
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
訓
練
修
了

第
一
号
ハ

に
該
当
す
る
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
訓
練
修
了

（８）

（２）
（ⅵ）

（９）

（２）
（ⅶ）

後
の
就
職
等
の
状
況
、
学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項

後
の
就
職
等
の
状
況
、
学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項

に
規
定
す
る
認
証
評
価
の
結
果
及
び
定
員
充
足
率
の
実
績
か
ら
み
て

に
規
定
す
る
認
証
評
価
の
結
果
及
び
定
員
充
足
率
の
実
績
か
ら
み
て

、
当
該
教
育
訓
練
に
十
分
な
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

、
当
該
教
育
訓
練
に
十
分
な
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

六
～
九

（
略
）

六
～
九

（
略
）
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十

一
般
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
育
訓
練
の
内
容
及
び
期
間
等
が

十

一
般
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
育
訓
練
の
内
容
及
び
期
間
等
が

第
一
号
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
又
は
同
号
イ
及
び
ハ
の

第
一
号
イ
及
び
ロ
の
い
ず
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